
CSW69（北京+30）に向けた勉強会

～C. 女性の健康～

12月5日（木）19時〜20時30分

公益財団法人ジョイセフ 草野洋美



アジェンダ
• 北京行動綱領における「女性と健康」について

• レポートで提起した「女性と健康」、とりわけ性と生殖
に関する健康と権利（SRHR）の日本における状況に
ついて

• 女性差別撤廃委員会からの勧告

• この先の4年間－SRHRへのバックラッシュ？



国際人口開発会議（ICPD)(カイロ、1994年)
「カイロ行動計画 (Cairo Program for Action)」(20年間計画)

ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸﾃｨﾌﾞ･ﾍﾙｽ/ﾗｲﾂはカップルおよび個人の基本的権利

両性の平等・公平／女性のエンパワーメント／若者の性と健康も強調

第４回世界女性会議(北京、1995年)
「北京行動綱領 (Beijing Platform for Action)」

「女性の人権には、強制、差別、及び暴力のない性に関する
健康ならびにリプロダクティブ・ヘルスを含む自らのセクシ
ュアリティに関する事柄を管理し、それらについて自由か

つ責任ある決定を行う権利が含まれる」

https://www.joicfp.or.jp/jpn/column/srhr-initiatives-world-01/#rh


持続可能な開発アジェンダ２０３０



 目標3

3.1 2030年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生10

万人当たり70人未満に削減する。

3.7 2030年までに、家族計画、情報・教育及び性と生

殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含

む、性と生殖に関する保健サービスをすべての人々

が利用できるようにする。

「持続可能な開発目標」 (SDGs)(2016-2030)



 目標5

5.2 人身売買や性的、その他の種類の搾取など、すべての女性

及び女児に対する、公共・私的空間におけるあらゆる形態

の暴力を排除する。

5.3 未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及び女性器切除な

ど、あらゆる有害な慣行を撤廃する。

5.6  国際人口・開発会議（ICPD）の行動計画及び北京行動綱

領、ならびにこれらの検証会議の成果文書に従い、性と生

殖に関する健康及び権利への普遍的アクセスを確保する。

「持続可能な開発目標 (SDGs)(2016-2030)



 SRHR：性と生殖に関する健康と権利
 ジェンダー平等
 女性と少女のエンパワーメント

持続可能な開発目標 (SDGs)

不可分の3つの要素



 ジェンダーの平等と女性と少女のエンパ
ワーメントなくしては、SDGs達成はありえ
ないほど重要

 SRHRの推進がなければ、ジェンダーの
平等と女性と少女のエンパワーメントの実
現もあり得ない



パートナー
シップ 避妊セックス 妊娠・

出産 中絶

産む
産まない 不妊性感染症

多様な性
（LGBT/

SOGI)
検診・
検査

性暴力・
デートDV性教育 ジェンダー ボディ・

イメージ月経

性と生殖に関する健康と権利
セクシュアル・リプロダクティブヘルス/ライツ（SRHR)



日本における「女性と健康」課題
‐SRHRに注視して

●堕胎罪撤廃・母体保護法改正
●緊急避妊薬を含む避妊法へのアクセス
●包括的性教育の公教育への導入
●性同一性障害特例法からの手術要件を削除
●婚姻の不平等（同性間の婚姻の法制化）
●性的指向及び性自認に基づく差別禁止法の制定



緊急避妊薬を含む避妊法へのアクセス



日本における「女性と健康」課題
‐SRHRに注視して

●堕胎罪撤廃・母体保護法改正
●緊急避妊薬を含む避妊法へのアクセス
●包括的性教育の公教育への導入
●性同一性障害特例法からの手術要件を削除
●婚姻の不平等（同性間の婚姻の法制化）
●性的指向及び性自認に基づく差別禁止法の制定



SRHR市民社会レポート勧告総括

CSO勧告案 CEDAW勧告

●堕胎罪撤廃・母体保護法改正 ◎
→2年後書類によるフォローアップ対象

●緊急避妊薬を含む避妊法へのアクセス ◎
→2年後書類によるフォローアップ対象

●包括的性教育の公教育への導入
◎

●性同一性障害特例法からの手術要件を削除
◎

●婚姻の不平等（同性間の婚姻の法制化）
◎

●性的指向及び性自認に基づく差別禁止法の
制定

△不利な状況にあるグループの女性の交差的
差別根絶のため、雇用、健康、公共生活への参
加について平等なアクセス保障。



SRHR市民社会レポート勧告総括
CSO勧告案 CEDAW勧告

●堕胎罪撤廃・母体保護法改
正

４２(b)刑法および母体保護法を改正し、中絶を合法化し、す
べての場合において非犯罪化し、女性と思春期の女児が安全
な中絶および中絶後のサービスを十分に利用できるようにし
て、女性の権利の完全な実現、女性の平等、リプロダクティ
ブ・ライツに関する自由な選択を行うための女性の経済的・身
体的自律を確保する

４２（c)中絶を求める女性に対する配偶者同意の要件を削除
するよう、法律を改正する
→2年後書類によるフォローアップ対象

(d) 経口中絶薬を含む安全な中絶サービスが、アクセスしや
すく、支払い可能な価格で、健康保険でカバーされ、締約国の
領域全体ですべての女性と女児が利用できるようにする；

(e) すべての女性が自主的な不妊手術を受けられるようにす
るため、配偶者の同意の要件を廃止するよう母体保護法を改
正すること；



SRHR市民社会レポート勧告総括
CSO勧告案 CEDAW勧告

●緊急避妊薬を含む避妊法へ
のアクセス

42(a)すべての女性と女児に、緊急避妊薬を含む手頃な価格
の現代的避妊法への十分なアクセスを提供すること。これに
は、16歳と17歳の女児が避妊法を利用するために親の同意
を得るという要件を撤廃することも含まれる；

→2年後書類によるフォローアップ対象

●包括的性教育の公教育への
導入

３８(c) 若年妊娠と性感染症を予防するための責任ある性行
動に関する教育を含む、年齢に応じた包括的性教育が、学校
教育課程に適切に組み込まれ、定期的な授業が行われ、その
内容や使用される言葉について議員や公務員による干渉が
ないようにすること；



SRHR市民社会レポート勧告総括
CSO勧告案 CEDAW勧告

●性同一性障害特例法からの
手術要件を削除

42 (f) 2023年の最高裁判決を実装すべく、2003年の性
同一性障害特例法第3条を遅滞なく改正すること。そして、同
法３条の規定により不妊化措置を受けなければならなかった
すべての被害者が、賠償を含む効果的な被害回復を受けられ
るようにすること。

●婚姻の不平等（同性間の婚
姻の法制化）

52(d) 同性間の婚姻関係や結婚、ならびに国際私法のもと
で登録された同性間の婚姻関係について承認を与えること。
また、同性婚あるいは事実婚の状態にある女性たちが養子を
迎え入れることを可能にすること。

●性的指向及び性自認に基づ
く差別禁止法の制定

不利な状況にあるグループの女性
39．Workplace discrimination
48. 委員会は、アイヌの女性、同和地区の女性、在日韓国・
朝鮮人の女性、障害のある女性、LBTIの人々、および移民の
女性たちに対する、交差的な差別の根絶のための努力を締結
国がより強固に行うよう勧告する。それにより、雇用、健康、公
共生活への参加について、平等なアクセスが保障されるよう
にしなければならない。



CEDAW勧告に法的拘束力はない？



G7広島首脳コミュニケ

ＳＲＨＲがジェンダー平等並びに女性
及び女児のエンパワーメントにおい
て、また、性的指向及び性自認を含
む多様性を支援する上で果たす、不
可欠かつ変革的な役割を認識する。

安全で合法な中絶と中絶後のケアへのア
クセスへの対応によるものを含む、全ての
人の包括的なＳＲＨＲを達成することへの
完全なコミットメントを再確認する。

Copyright © Ministry of Foreign Affairs of Japan



G7広島首脳コミュニケ

我々は、あらゆる多様性をもつ女性及び
女児、そし てＬＧＢＴＱＩＡ＋の人々の政治、
経済、教育及びその他社会のあらゆる分
野への完全 かつ平等で意義ある参加を
確保し、全ての政策分野に一貫してジェン
ダー平等を主流化 させるため、社会のあ
らゆる層と共に協働していくことに努める。

（…）多様性、人権及び尊厳が尊
重され、促進され、守られ、あらゆ
る人々が性自認、性表現 あるいは
性的指向に関係なく、暴力や差別
を受けることなく生き生きとした人
生を享受することができる社会を
実現する。

Copyright © Ministry of Foreign Affairs of Japan



この先の4年間－トランプ氏の再選を受けて
https://edition.cnn.com/2024/11/11/busin
ess/your-body-my-choice-movement-
election/index.html

https://digital.asahi.com/articles/ASSCB2QQ
HSCBOIPE00KM.html



https://digital.asahi.com/articles/DA3
S16098722.html?iref=pc_ss_date_a
rticle

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO85061560W4A
121C2EP0000/



https://www.fnn.jp/articles/-/794468



Sexual Reproductive Health and 
Rights for all

Thank you !

力を合わせて、女性の権利とSRHRを守って
いきましょう！
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